
令和６年第１２回琴浦町教育委員会

会議の概要

日 時 令和 6年 10 月 28 日(月)13:30～15:00

場 所 琴浦町役場本庁舎 第 1会議室

出席委員 森田澄恵委員、黒松悟司委員、鍛川智恵委員、吉川公一委員

河原裕司教育長

説明等のため

出席した者

桑本教育総務課長兼学校給食センター長、山根社会教育課長

田栗人権・同和教育課主査、岸田参事兼指導主事、福嶋参事兼指導主事

傍聴人

日 程

１ 開 会

２ 議事録署名委員の指名 （黒松悟司委員、吉川公一委員）

３ 教育長あいさつ

４ 各課報告

５ 報告

報告第 2号 令和 6年度補正予算要求（10 月補正）について

報告第 3号 建設工事請負変更契約の締結について

〔生涯学習センター空調設備改修その他工事〕

６ その他

・生徒指導報告について

・計画訪問（後期）の日程について

７ 閉 会

会議の要旨
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（開会）13:30

令和 6年第 12回定例会を開会します。

議事録署名委員を黒松委員と吉川委員にお願いします。

（教育長あいさつ）

各課からの報告を教育総務課から順次お願いします。

（資料により報告）

・校区外・区域外就学の承認について

・令和 6年度中部地区中学校駅伝大会の結果について

・令和 6年度中部地区中学校新人大会の結果について

・学校運営協議会の運営に係る県外視察報告について

・主な学校行事について

町内事業所等から教育振興のため寄付をいただきました。井木組様から

50 万円です。今年度は特に使途を限定されていません。また、前畑鉄工所
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様より創業 100 周年記念として 100 万円です。マルイエンゲージメントキ

ャピタル様より 38 万 4千 906 円です。現在、各校で購入備品について検討

中です。

（資料により報告）

・各地区公民館まつり・作品展について

・部活動在り方検討会の報告について

ねんりんピックについて無事に決勝まで開催、運営することができまし

た。ソフトボール競技では琴浦町から 2名が選手として参加されました。

大会役員、参加者からは町のおもてなしについてよかったという声を聞い

ています。

（資料により報告）

・「ことうら人権まなびの集い」の開催について

・町人権・同和教育推進協議会社会教育部会研修会の開催について

各課からの報告についてご質問等はありませんか。

部活動指導員と外部指導者の違いについて教えてください。

生徒の部活在籍人数については、現在どうなっていますか。

部活動指導員は、町の会計年度任用職員として雇用し、部活動指導にあ

たります。引率等も指導員単独で可能です。外部指導者は、委託として指

導部分を行うもので、補助的な役割になります。

外部指導者は、実績を提出して報酬を支払うものであるが、予算上限ま

でいってしまう。ほぼボランティアとなっている。

部員の人数は、卓球は東伯中、赤碕中で両校 10数人ずつ、バドミントン

は東伯中で 10 数人、クラブチームが数名です。

外部指導者の人数が増えるのですか。

3人を予定しています。

報告事項に移ります。

報告第 2号 令和 6年度補正予算要求（10 月補正）についての説明をお

願いします。

（資料により説明）

（資料により説明）

この件について、質問等ありますか。

（なし）

報告第 3号 建設工事請負変更契約の締結について〔生涯学習センター

空調設備改修その他工事〕

についての説明をお願いします。

（資料により説明）

この件について、質問等ありますか。

アスベスト調査は、これから実施されるのですか。

設計段階ではアスベストを含む建材ではないと確認していたが、実際の
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工事の前に、着手時点でのアスベスト調査が必要であり、当初契約では一

部計上していなかったものです。

アスベスト調査には法的な期限等はありましたか。

特に期限はなく、解体等の工事段階で都度調査が必要となります。

ほかに質問等ありますか。

（なし）

その他の項目について説明をお願いします。

「生徒指導報告について」（資料により説明）

「計画訪問（後期）の日程について」（資料により説明）

懇談会の時間が 30 分となっており、もう少し時間をとったほうがよいの

では。

懇談会では、今後につながるキャッチボールができればと思っています。

計画訪問終了後に今後にむけての協議を行いたいと考えてます。

その他に委員より意見等ありますか。

教育大綱について、改定のスケジュールと内容についてはどうなってい

ますか。また、青少年健全育成協議会の総会が開催されていませんが状況

を説明ください。

前回の教育大綱については、琴浦町地方創生戦略に基づいて作成しまし

た。現在、この改定作業中であり、そちらの内容も盛り込みながら改定し

ていく方針です。

教育大綱の期間は、令和 2年から令和 6年度と記載があります。今年度

での改定が必要ではないですか。

現在、総合戦略の意見集約中であり、そこからも内容を取り出して教育

大綱に反映させて改定する予定です。

青少年健全育成協議会の総会については、以前は 5月、6 月ごろに行っ

ていました。年内に総会を開催するよう、準備をすすめています。

本日の委員会は以上で閉会とします。

（閉会）15：00

令和 6 年第 12 回琴浦町教育委員会の内容を記録し、相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和 年 月 日
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